
はじめに 
 

昨年発生した百年に一度とも言われる金融危機に端を発した世界同時不

況のなか、我が国の経済・社会は大きな試練の時を迎えている。こうした

中にあって、我が国の通信インフラは、光ファイバの利用拡大、無線ブロ

ードバンドの進展、次世代ネットワーク（ＮＧＮ）の商用化など更に進化

を続けている。また、これらのインフラを利用したクラウドコンピューテ

ィング、ＩＰＴＶなど新たなサービスの展開や携帯電話のビジネスモデル

の変容など、将来に向けた成長の芽が着実に育ってきており、我が国の発

展の原動力として情報通信産業が果たす役割への期待は、ますます高まっ

てきている。 

 

このような状況の下、電気通信事業紛争処理委員会は、平成２０年１１

月末で発足から８年目を迎えた。平成２０年度の一年間、委員会では、特

に次の取組に努めた。 

・平成２０年４月より、無線局の開設等に伴う混信防止に関する新たな

あっせん・仲裁制度の運用を開始し、関係者への周知を行った。 

・「電気通信事業者」相談窓口において、４０件の相談に対応し、事業

者の疑問の解消や紛争の未然防止に努めた。未解決の相談事案につい

てもフォローアップを行った。 

・全国１０ヵ所での地方説明会の開催や紛争処理マニュアル、ウェブサ

イト、パンフレット等の改善により委員会の認知度・利便性の向上に

取り組んだ。 

 

また、委員会の所掌事務に関し、情報通信審議会の「通信・放送の総合

的な法体系に関する検討委員会」等において、委員会の行うあっせん・仲

裁の対象を拡大する方向で検討がなされており、委員会としても検討状況

を注視している。 

 

 本報告書では、平成２０年度における委員会に関する状況について、第

Ⅰ部において委員会活動の状況を、第Ⅱ部において委員会を取り巻く状況

を、第Ⅲ部において委員会の行った紛争処理の状況をとりまとめている。 

 

当委員会は、これまでの紛争処理の実績を活用し、今後とも電気通信分野

における紛争の迅速かつ円滑な解決に向け、鋭意努力していく所存である。 

 

    平成２１年４月２３日 

電気通信事業紛争処理委員会 




